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ブリッジ

利用対象者

次の①～④のすべてに該当する中小企業・小規模事業者
①既存保証に、「短期継続保証制度」・「短期継続ワイド保証制度」・「デラックス100保証制度」・「当座貸越
（貸付専用型）根保証（アドバンス当貸）」・「無担保パワフル保証制度」（以下、「提携保証」という）があること。
②既存保証分において、返済緩和の条件変更を行っていないこと。
③信用保証協会の求償権先およびその関係人でないこと。
④手形、小切手、電子記録債権等について不渡り、取引停止処分、租税公課滞納などネガティブ情報がないこと。

保証限度額
普通保証２億円　無担保保証8,000万円
※普通保険を無担保扱いで利用する負担金保証の限度額は、既存の保証債務残高を含み２億円
※既存の被借換保証口である「提携保証」または「ブリッジ」の元金を上限とする

保 証 期 間 2年以内 

資 金 使 途 運転資金（ただし、同一金融機関における既存の「提携保証」または「ブリッジ」の借換に限る）

返 済 方 法
一括返済または分割返済
※約定返済額は、保証金額（被借換保証口の元金）を“180”で除した額を下回らないこと
　なお、初回の本保証利用に限り一括返済（2年）が可能

保 証 料 率

担 保 必要に応じ徴求する

保 証 人 必要に応じ徴求する

貸 付 利 率 金融機関所定利率

そ の 他 保証期間内に金融機関においてモニタリングにより、所定の経営改善・返済計画を要し、次回本保証申込時
に保証協会に報告すること

責任共有基本料率
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 担保 会計参与

年率％ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

【ホームページ】https://www.nara-cgc.or.jp 奈良県信用保証協会

問
い
合
わ
せ
先

奈良県信用保証協会
企業とともに未来を拓く

□保証支援部
〒630－8668  奈良市法蓮町163－2　　TEL 0 7 4 2－33－07 1 0


